
［抜粋］廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号）（産業廃棄物管理票）第十二条の三その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者（中間処理業者を含む）は、その産業廃棄物（中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項。（環
境省令で定める場合において同じ）の運搬又は処分を他人に委託する場合。を除く）環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の。には、引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者（当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、そ
の処分を受託した者）に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票（以下単に又は名称その他。「管理票」という）を交付しなければならない。１～５（略）管理票交付者は、環境省令で
定めるところにより、当該管理票に関する報告６。書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない（後略）［］廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（）昭和四十六年九月二十三日厚生省令第三十五号抜粋（管理票交付者の報告書）第八条の二十七管理票に関す
る報告書は、法第十二条の三第六項の規定による（、産業廃棄物を排出する事業場同一の都道府県の区域内に設置が短期間であり又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場をごとに、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以一の事業場とす
る）。前の一年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、様式第三号により作成し、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものと（※１）。する（平成一二年八月一八日厚生省令第一一五号）附則（経過措置）平成二十年四月一日までは，第一条の規定に
よる改正後の廃棄物第二条（※２）の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の二十七及び第八条の三十六の規定は、適用しない。※１鹿児島市内の事業場については，鹿児島市に提出することになります。※２平成
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